
 

第三期（令和 2年 11月審査受付以降）におけるエラー移行で 

特に注意を要するエラーコードについて 

 

 

請求システムの基本情報画面等の基本決定内容のうち契約終了期間が、対象受給者の支

給決定期間終了年月日よりも後の日付になっている明細が多数あります。これらは 2 年度

下期（2年 11月受付分）以降返戻対象になりますのでご注意ください。 

 

 

                           ※画面は請求システムにより異なります。 

 

〈入力方法〉 

終了年月日は空白もしくは、当該事業所の利用を終了した年月日にする。（終了年月日が

支給決定期間内であれば可） 

 

〈入力誤りの多いエラーコード〉 

EG61 ★資格：該当サービスの事業所との契約期間が受給者台帳の支給決定有効期

間内ではありません 

 


